
電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書
（令和7年9月30日以前に導入した医療機関等向け）
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電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）

はじめに

◆本書は、令和7年9月30日以前に電子処方箋管理サービスを導入した医療機関等向けの補助金申請手順書になります。
→令和7年10月1日以降に電子処方箋管理サービスを導入した医療機関等は、こちらを参照ください。

◆申請内容に不備がある場合、取消再申請となります。
→補助事業の状況によっては、再申請不可となる可能性もあります。

◆すべての証拠書類が揃ってから申請をお願いします。
→申請後の追加提出は認められません。

◆審査の結果、申請取消となった場合は、すべての証拠書類を改めて提出してください。
→不足分のみの追加提出は認められません。

◆選択した申請区分と添付された領収書内訳書の記載が一致しているか確認してください。
→不一致の場合は取消処理となります。

2

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012454
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〇 前提として補助金申請には以下の書類が必須となります。

領収書（写）

・システムベンダーへの精算がわかる書類が必須となります。
・見積書や請求書では精算の確認ができないことから、証拠書とは認められません。
・税込・税別が判別できる形で作成依頼願います。

領収書内訳書（写）

・税込の金額で領収書の内訳を記載してください。
・領収書と領収書内訳書の金額の合計は、一致する必要があります。
・補助上限額を上回っている場合、補助対象外の場合であっても、領収書に金額が含まれていれば記載が必要です。
・申請区分によって使用する領収書内訳書が異なります。相違がある場合は申請取消となりますので、ベンダ等に確認の上、適切な領収書内訳書を使用ください。

領収書（写）

領収書内訳書
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●上記証拠書類を「.pdf」 「.xlsx」 または、「.zip」形式でご準備ください。
●書類不備がある場合、すべての証拠書類を用意の上、改めて申請いただくとともに補助金交付までお時間をいただくことがありますので、申請
にあたっては、今一度書類の記載についてご確認ください。
●申請区分と使用する領収書内訳書が不一致の場合、審査を進めることはできません。取消処理となります。
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1.医療機関等向け総合ポータルサイトトップページから、「電子処方箋管理サービス」を押下します。
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2.「電子処方箋の各種申請について」を押下します。

電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）
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3.ユーザー情報を入力し、「ログイン」を押下します。
 ※すでにログイン済の場合は、7ページ以降を参照ください。

電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）

123456a.bb@cc.dd.jp
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4.「補助金申請」を押下します。
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5.確認ページが表示されますので、今一度申請に必要な資料等を確認します。
確認後、問題がなければ、「補助金（電子処方箋）申請へ進む」を押下します。

電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）
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6-1.申請フォームの注意書きを確認するとともに、次ページより申請を進めてください。

9

説明を一読するとともに、電子処方箋管理サービスの
補助金であるか確認します。

電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）



6-2.「申請者情報」「医療機関等情報」の表示されている情報を確認します。
※1 情報は地方厚生（支）局に届出されている医療機関等情報が自動で表示されるため、ご自身で入力する必要はありません。
※2 薬局の方は、区分を選択ください。（医科・歯科の方は表示されません。ご留意ください。）

電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）

こちらの区分は薬局の方のみ表
示されます。
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ご注意ください！！①

「薬局区分（大型チェーン薬局／大型チェーン薬局以外の薬局）」は特に選択誤りが多い箇所です。申請誤りがある場合、取消後に改めて申請
いただくことになりますので、下記を確認の上、誤りが無いように選択ください。

（医療提供体制設備整備交付金実施要領（電子処方箋管理サービス）の実施について）（抜粋）

第４大型チェーン薬局の処方箋受付回数に係る取扱い

第３の３の同一グループ内の処方箋受付回数が１月に４万回を超えるか否かの取扱いは、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続き
の取扱いについて」（平成30年３月５日保医発0305第３号）第88の１（８）の例によるものとする。当年２月末日時点で同一グループ内の保険薬
局について、保険薬局ごとの１月当たりの処方箋受付回数を合計した値が４万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの１月当たりの処方箋
の受付回数は以下のとおりとする。１前年２月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年３月１日から当年２月末日までに
受け付けた処方箋受付回数を12で除した値とする。２前年３月１日から当年１月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属
する月の翌月から、当年２月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。

詳細については、こちらに掲載している「保険医療機関等向け医療提供体制設備交付金実施要領」を参照ください。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012457#mcetoc_1i3miounr10


6-3.次ページの申請パターンを一読の上、「申請区分」「新機能分類」を選択します。

電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）
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①（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスの初期導入

①（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電
子処方箋管理サービスの初期導入を選択します。

①（令和7年9月30日以前に導入完了し
た場合）電子処方箋管理サービスの初
期導入を選択した場合は、非活性にな
りますので選択は不要です。

※申請区分が不明な方は、こちらをご覧ください。

◆「初期導入」※のみ導入した場合に選択します。
◆同じタイミングで「新機能（リフィル処方箋等）」を導入した場合は、「②
（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスと
新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導入」を選択してください。
◆同じタイミングで「新機能（院内処方機能）」を導入した場合は、お手数で
すが、「①（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理
サービスの初期導入」の補助金申請後に、改めて「⑥新機能（院内処方機
能）を導入」の申請をお願いします。なお、 「①（令和7年9月30日以前に
導入完了した場合）電子処方箋管理サービスの初期導入」の補助金申請
前には、 「⑥新機能（院内処方機能）を導入」は表示されませんのでご留意
ください。

<申請画面イメージ>

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012457#mcetoc_1i3miounrp
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②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスと新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導入

②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービス
と新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導入を選択します。

※申請区分が不明な方は、こちらをご覧ください。

◆「初期導入」と「新機能（リフィル処方箋等）」※を同時に導入した場合に
選択します。
◆「初期導入」又は「新機能（リフィル処方箋等）」のみ導入した場合は、選
択しないでください。
◆同じタイミングで「新機能（院内処方機能）」を導入した場合は、お手数で
すが、「②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理
サービスと新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導入」の補助金申請後
に、改めて「⑥新機能（院内処方機能）を導入」の申請をお願いします。なお、
「②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービ
スと新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導入」の補助金申請前には、
「⑥新機能（院内処方機能）を導入」は表示されませんのでご留意ください。

<申請画面イメージ>

導入した新機能分類を選択します。
選択しない場合、処理を進めることが出
来ません。
※「調剤結果ID検索」は調剤薬局の方の
み表示されます。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012457#mcetoc_1i3miounrp
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⑤新機能（リフィル処方箋等）を導入（電子処方箋管理サービスを初期導入済みの医療機関・薬局が機能追加する場合）

※申請区分が不明な方は、こちらをご覧ください。

◆「①（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスの初期導入」※を先に申請する必要があります。 「①（令和7年9月30
日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスの初期導入」 の申請が無い場合は表示されません。
◆ 「②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスと新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導入」 を申請後に「⑤新
機能（リフィル処方箋等）を導入（電子処方箋管理サービスを初期導入済みの医療機関・薬局が機能追加する場合）」を申請することはできません。本
画面も表示されません。 「②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスと新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導
入」 と補助内容が重複するためです。申請に際してはご留意ください。

<申請画面イメージ
（⑥新機能（院内処方機能）を導入）を未申請>

<申請画面イメージ
（⑥新機能（院内処方機能）を導入）を申請済>

⑤新機能（リフィル処方箋等）を導入（電子処
方箋管理サービスを初期導入済みの医療機関・
薬局が機能追加する場合）を選択します。

導入した新機能分類を選択します。
選択しない場合、処理を進めることが出来ません。
※「調剤結果ID検索」は調剤薬局の方のみ表示さ
れます。

導入した新機能分類を選択します。
選択しない場合、処理を進めることが出来ません。
「調剤結果ID検索」は調剤薬局の方のみ表示され
ます。

⑤新機能（リフィル処方箋等）を導入（電子処
方箋管理サービスを初期導入済みの医療機関・
薬局が機能追加する場合）を選択します。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012457#mcetoc_1i3miounrp
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※申請区分が不明な方は、こちらをご覧ください。

<申請画面イメージ
（⑤新機能（リフィル処方箋等）を導入）を未申請>

<申請画面イメージ
（⑤新機能（リフィル処方箋等）を導入）を申請済>

⑥新機能（院内処方機能）を導入

◆「①（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスの初期導入」又は「②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処
方箋管理サービスと新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導入」※を先に申請する必要があります。 「①（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電
子処方箋管理サービスの初期導入」 又は「②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービスと新機能（リフィル処方箋等）を同時に
初期導入」の申請が無い場合は表示されません。

⑥新機能（院内処方機能）を導入選択した場合は、
非活性になりますので選択は不要です。

⑥新機能（院内処方機能）を導入を
選択します。

⑥新機能（院内処方機能）を導入選択した場合は、
非活性になりますので選択は不要です。

⑥新機能（院内処方機能）を導入を
選択します。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012457#mcetoc_1i3miounrp
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ご注意ください！！②

◆「申請区分」に誤りがあったにも関わらず、補助金が交付されてしまった場合、取消再申請（補助事業の状況によっては、再申請不可の可能性
あり）となります。
申請に際しては、事業内容と証拠書類の記載に乖離が無いか、ベンダにも確認の上、対応ください。

◆すべての補助金が申請済の場合、申請区分が表示されません。

◆次ページ以降は、どの申請パターンでも同じ流れになりますので、「②（令和7年9月30日以前に導入完了した場合）電子処方箋管理サービ
スと新機能（リフィル処方箋等）を同時に初期導入」を例に記載します。



6-4. 「導入日」を入力します。
※1 「導入日」は右に表示されるカレンダーから入力することが出来ます。

電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）

押下することで
カレンダーが表示されます。

日付を選択後、OKを押
下します。
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6-5. 「総事業費」を入力します。
※1 総事業費を入力することで、補助金申請額、比較額、補助限度額が自動反映されます。

電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）

総事業費入力により、補助金申請額
～補助限度額が自動反映されます。
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6-6. 添付ファイルを追加を押下すると、以下のような画面が表示されますので（Windowsの場合）
「領収書（写）」、「領収書内訳書（必要な場合）」を「.pdf」「.xlsx」「.zip」でアップロードください。

ファイルを選択し「開く」を押下することで、アップロードできます。

この枠内に証拠書類をドラッグするか、
「ファイルを選択」を押下すると資料
をアップロードできます。
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6-7.証拠書類のアップロードに成功すると、ポータルサイト上に表示されますので、申請内容を今一度確認し、「送信」を押下します。その
後、「補助金申請額」、「申請区分」、「総事業費」、「補助限度額」がポップアップで表示されますので、「OK」を押下します。

証拠書類が表示されているか確認します。

送信押下後、表示される金額を今一度確認し、
OKを押下します。

証拠書類が表示されているか確認した後、
送信を押下します。

21

電子処方箋管理サービス＋新機能を同時導入
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7. OKを押下後、本ページが表示されれば申請完了です。

電処太郎

22

件名については、選択された申請区分について表示が異なります。
※本手順書の一部画像は、サンプルのためイメージとなります。
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（参考1）.マイリストから申請状況を確認することが出来ます。 ログイン>マイリスト>申請>件名を押下します。

ここをクリック

基金太郎

基金太郎
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ここに申請した補助事業の件名が表示されます。
※本手順書の一部画像は、サンプルのため表示されません。
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（参考2）.タスク>申請を押下します。

基金太郎

基金太郎

ここをクリック
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ここに申請した補助事業の件名が表示されます。
※本手順書の一部画像は、サンプルのため表示されません。



電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金申請_手順書（令和7年9月30日以前導入ver.）

（参考3）.申請時の情報を閲覧できます。参考情報は以上です。

ここに申請日～補助金申請額が表示されます。
※本手順書の一部画像は、サンプルのため表示されません。

ここに申請時に添付した証拠書類が表示されます。
※本手順書の一部画像は、サンプルのため表示されません。
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